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①

減価償却方法の変更手続き

Q ●
● 当社は3月決算の法人です。これまで

は、定率法で減価償却を行ってきましたが、

今期から建物については定額法に変更しよう

と思います。変更するための手続きを教えて

ください。

ヱヘー：償却方法を変更するには、事業年度開

始の日の前日までに、税務署長に届け出をし

なければなりません。

【解説】

平成10年度の税制改正により、平成10

年4月1日以後に取得した建物については、

定額法による償却が義務付けられることにな

りました。これを機に、10年4月1日以前

に取得した建物の償却方法も定額法に変更し、

経理処理の簡素化を図る会社も多いことと思

います。

ところで、法人が現に採用している償却方

法を変更しようとするときは、新たな償却方

法を採用しようとする事業年度開始の日の前

日までに、変更しようとする理由等を記載し

た「減価償却資産の償却方法の変更承認申請

書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けな

ければなりません。

ご質問の場合、3月末までに届け出を行っ

ていなければ、今期からの変更は認められず、

既存建物については、定率法で償却すること

になります。


